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介護老人福祉施設重要事項説明書 

〈202６年４月 1 日現在〉 

1.たいようの杜の概要 

（1）目的及び運営方針 

・施設利用者の意思及び人格を尊重して、常に施設利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

・事業所職員は、施設利用者が可能な限り、居宅における生活への復帰ができることを念頭に、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談、援助、社会生活上の便宜の供

与、その他、日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話、家族の身体的、精神的負担の軽減を行うものとする。 

・地域や家族との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業所及び他の居宅サービス事業者並びにその

他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める

ものとする。 

（2）提供できるサービスの種類 

事 業 所 名 社会福祉法人まあれ愛恵会 特別養護老人ホームたいようの杜 

所  在  地 埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号 

電 話 番 号 048-825-0007 

指定事業所番号 1176518155 

 

（3）設備概要 

（4）職員体制＊表中の人員は表題に示す時点のものであり、法令が定める職種別の職員基準配置人員を 

下回らない範囲で変動します。 

職種 202６年４月 1 日現在の人員 

常勤（兼務含む 非常勤 計 業務内容 

施設長 1 0 1 管理全般 

医師 0 1 1 診療、健康管理等 

生活相談員 2 １ ３ 生活相談等 

介護支援専門員 1 1 2 サービス計画の立案等 

管理栄養士 1 0 1 栄養管理等 

看護職員 

（准看護師含） 
2 5 ７ 

医療、健康管理等 

うち正看護師 ２ ４ ６ 

機能訓練指導員 １ １ 2 機能回復訓練等 

介護職員 ４１ 17 5８ 日常介護等 

総務職員 2 ２ ４ 一般事務 

 

 

 

定員 120 名 静養室 1 室 

居室 4 人部屋 30 室 医務室 1 室 

浴室 個浴・リフト浴・機械

浴槽があります 

食堂兼機能訓練室 3 室 

相談室 1 室 

多目的室 2 室 地域交流室 1 室 
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（5）職員勤務時間 

介護職員 早 7：00～16：00 日 8：30～17：30 遅 11：30～20：30 夜 16：30～9：30 

看護職員 日 8：30～17：30    

2.提供するサービスについての相談窓口 

 電話番号：048-825-0007 

 責 任 者：施設長 坂本勝 担当者：生活相談員 高橋明子、荒井佐江子、坂田久美子 

 ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 

 

3.サービス提供にあたっての方針 

（1）当事業所では、職員研修を定期・必要時実施し、適切なサービスを行い、事故発生の防止のため業務手順を作成

し、必要に応じて改善を行います。 

（2）当事業所では、身体拘束は原則として行いません。ただし、利用者又は他の利用者等の生命身体を保護するため

にやむを得ない場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身状況をご家族に説明し、同意を得た上で行いま

す。なお、身体拘束を行う際は、できるだけ利用者の負担とならないよう配慮するとともに、実施の記録を作成し

ます。 

（3）当事業所では、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を防止するための体制を整備します。 

（4）当事業所では、施設内で発症が予測される感染症等に対し、対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果を介護職員その他の職員に周知徹底を図ります。 

（５）当事業所では、介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図るため、現場における課題の抽出及び

分析を行い、事業所の状況に応じた必要な対応を検討します。また、利用者の尊厳及び安全性を確保しつつ、介護

サービスの質の向上並びに職員の負担軽減を図ることを目的として、事業所全体で継続的な業務改善に取り組む

体制を整備します。このため、利用者の安全の確保及び介護サービスの質の維持・向上並びに職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会を設置し、毎月開催いたします。 

 

4.サービス内容 

 当事業所では、以下のサービスを提供します。 

（1）介護保険適用サービス内容 

 ①施設サービス計画の作成：利用について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設

サービスの目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービ

ス計画を作成し、利用者又はご家族に説明の上、同意をいただきます。 

 ②生活介護：施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

 ・入浴介助 ・排泄介助 ・おむつ交換 ・体位変換 ・シーツ交換 

 ・離床介助 ・着替え介助 ・整容介助 ・食事介助 ・レクリエーション 

 ・施設内の移動の付き添い 等 

 ＊入浴：週に最低 2 回入浴していただきます。ただし、利用者の状態に応じ特別浴又は清拭となる場合があります。 

 ③食事 

  朝食時間：8：00～ 昼食時間 12：00～ おやつ 15：00～ 夕食時間 18：00～ 

  ＊食事は、実費をお支払いいただきます。 

 ④生活相談：生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

 ⑤健康管理：週１回施設配置医師による回診、年間 1 回健康診断を行います。 

 ⑥居室：居室の場所は利用者の状況等により決めさせていただきます。 

入所後においても利用者の状況等により変更することがあります。 
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（2）介護保険適用外サービスの内容 

 ①理容サービス：定期的に利用サービスを実施しております。別途実費をお支払いいただきます。 

 ②行政手続き：行政手続きの代行を行っています。ご希望の場合は職員にお申し出下さい。ただし、手続きに係る

実費をお支払いいただきます。 

 ③所持品保管：所持品は原則としてお預かりできませんが、特別な事情がある場合はご相談ください。ただし、預

けることのできる所持品等の種類や量等に制限があります。なお、お預かりした所持品は退所時にご家族の引き

取りとなります。 

 

5.料金等について 

（1）料金 

  【別紙】により決めさせていただきます。なお、その際には利用者に関する所得段階を証明する市区町村発行の証

明書類が必要となります。 

（2）利用料金の変更 

  介護保険関係法令の改正等により、利用料金が変更になる場合がございます。また、居住費につきましても公共

料金等の変更に伴い料金変更されることがございます。 

（3）支払い方法 

  当月の料金の合計額を翌月の１５日に請求書を発行し、２７日（銀行休業日の場合、その翌営業日）に口座自動引

き落としにより料金を徴収します。料金の支払いが確認でき次第、領収証を発行します。 

 

6.入退所について 

（1）入所について 

 ①入所にあたり事前に提出（提示）していただく書類 

  さいたま市介護保険サービス情報提供、診療情報提供書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険

負担限度額認定証、健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証 

 ②入所時に提出（提示）していただく書類 

  契約書、重要事項説明書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険被保険者証、後期高齢者被保険

者証、その他必要な書類 

 ③契約成立後入所され、サービスの提供を開始します。 

  居宅サービス計画書の作成を依頼している場合、事前に担当介護支援専門員とご相談下さい。 

（2）退所について 

 ①利用者の都合で退所される場合 

  ・退所を希望される日の７日前までに文書でお申し出下さい。 

 ②自動終了の場合 

  以下の場合は双方の通知がなくても、自動的にサービスが終了いたします。 

  ・利用者が他の介護保険施設等に入所した場合・・・その翌日 

  ・利用者がお亡くなりになった場合・・・その翌日 

  ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）又は要支援と 

認定された場合・・・所定期間の経過をもって退所 

 ③その他の場合 

・利用者がサービス利用料金の支払を支払期限までに支払うことがなく、料金を支払うよう催告したにも関わらず、

その催告日から１５日以内に支払われない場合、又は利用者や家族等が事業者や事業者職員に対して本契約を

継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退所していただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前

までに文書で通知いたします。 
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  ・利用者が医療機関に入院し、３カ月以内に退院できる見込がない場合又は入院後３カ月経過しても退院でき 

ないことが明らかになった場合、契約を終了させていただく場合がございます。 

  ・やむを得ない事情により、施設を閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し退所していただく場合がございます。 

この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

  ・利用者が、次の施設内禁止行為を行った場合、利用者、連帯保証人と事業者が協議し契約を 

終了させていただきます。 

   ア）喧嘩、口論等他人に迷惑をかけること 

   イ）政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の事由を侵害したり、他人を排撃したりすること 

   ウ）施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること 

   エ）無断で施設もしくは備品に損害を与え、又はこれらを施設外に持ち出すこと 

  ・契約が終了した場合であって、利用者のやむを得ない事由によりその契約終了日の翌日以降施設を 

利用することとなるときは、その利用に要する実費を請求します。 

 

7.受診が必要とされる時の対応方法 

 医療上受診が必要な場合、原則当施設にて送迎と付き添いを行います。 

 

8.施設ご利用の留意点 

 （1）面会時間 ９：３０から１９：００まで 

  ・新型コロナウィルスやインフルエンザ流行時等、面会を制限する場合がございます。 

 （2）外出、外泊 

  ・事前に申し出て下さい。 

  ・体調不良等、外出、外泊が困難と判断させていただく場合がございます。その上で外出や外泊をされた場合、 

病変等が起きても当施設としては責任を負いかねますのでご了承下さい。  

 （3）設備、器具、所持品の持ち込み 

  ・事前にご相談下さい。 

 （4）その他 

  ・他の利用者に迷惑のかかる行為はお慎み下さい。 

 

9.非常災害対策 

  消防法等の規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行 

い非常災害に備えます。 

 

10.緊急時及び事故発生時の対応方法 

 利用者に容態の変化等があった場合は、医師に連絡する等の必要な処置を講じるほか、ご家族の方にも速やかに

連絡します。なお、利用者の生命や身体の保護・安全確保等が最重要であるため、事故等の負傷者がある場合には嘱

託医又は協力病院等への連絡、救急車の手配等を行い、生命や身体の保護を最優先にします。 

病院受診（協力医療機関等） 

共済病院（埼玉県さいたま市緑区原山 3-15-31 048-882-2867） 

西部総合病院（埼玉県さいたま市桜区上大久保 884 048-854-1111） 

すこやか内科クリニック（埼玉県さいたま市中央区鈴谷 5-3-12 048-858-0888） 

さいたま中央クリニック（埼玉県さいたま市中央区上落合 8-3-32 048-858-0003） 
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11.個人情報保護の取り扱い 

 社会福祉法人まあれ愛恵会個人情報保護規定及び個人情報保護に関する基本方針に基づき、適正かつ適切な取り

扱いに努めます。 

 

 

12.相談、要望、苦情等の窓口 

 （1）介護老人福祉施設に関する相談、要望、苦情等（個人情報保護含）は下記までお申し出下さい。 

   特別養護老人ホームたいようの杜 048-825-0007（受付時間 8：30～17：30） 

   ・苦情解決責任者：施設長 坂本勝 

   ・苦情解決担当者：生活相談員 高橋明子、荒井佐江子、坂田久美子 

   ・第三者委員：河野光成 090-8566-9099 

            山下久司 090-4006-7262 

 

 （2）当施設以外の相談、苦情窓口 

   ・さいたま市浦和区高齢介護課（（埼玉県さいたま市浦和区常盤 6-4-4 048-829-6153） 

・さいたま市介護保険課 （埼玉県さいたま市浦和区常盤 6-4-4 048-829-1265） 

   ・埼玉県国民健康保険団体連合会 （埼玉県さいたま市中央区大字下落合 1704 048-824-2761） 

   ・埼玉県社会福祉協議会内〈埼玉県運営適正化委員会〉 

（埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 048-822-1406） 

 

13.第三者による評価の実施状況 ある  なし   
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      年    月    日 

 

介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

      事業者 

        事業者名：社会福祉法人 まあれ愛恵会 特別養護老人ホーム たいようの杜     

             （指定事業所番号）1176518155 号 

        住  所：埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号 

 

        代表者名：理事長 海田英彦                        印 

 

        説明者名：                                印 

 

私は、本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説明を受けここに同意します。 

 

      利用者（契約者） 

        住  所： 

 

        氏  名：                                印 

       

      連帯保証人（続柄：     ） 

        住  所： 

 

        電話番号： 

 

        氏  名：                                印 
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特別養護老人ホーム たいようの杜 料金表 

 

202６年 0４月 1 日現在 

 

利用者負担額                               

保
険
給
付
サ
ー
ビ
ス
利
用
料 

基
本
サ
ー
ビ
ス
費 

項 目 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介護福祉施

設サービス費 

1 日単位 

1 割 629 円 704 円 782 円 857 円 930 円 

2 割 1,258 円 1,408 円 1,564 円 1,714 円 1,860 円 

3 割 1,887 円 2,112 円 2,346 円 2,571 円 2,790 円 

項 目 
1 日あたりの自己負担  

1 割 2 割 3 割  

初期加算 32 円 64 円 96 円 入所日から 30 日間のみ算定 

看護体制加算（Ⅰ） 4 円 8 円 12 円  

看護体制加算（Ⅱ） 9 円 18 円 27 円  

夜勤職員配置加算 14 円 28 円 42 円  

個別機能訓練加算(1) 13 円 26 円 39 円  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １９円 ３８円 ５７円  

療養食加算（1 食あたり） 6 円 12 円 18 円  

入院・外泊時加算 263 円 526 円 789 円 
１ヶ月に 6 日を限度として加

算（初日及び最終日を除く） 

退所時情報提供加算 ２６７円 534 円 801 円  

退所時栄養情報連携加算 ７５円 150 円 225 円  

精神科医師定期的療養指導加算 5 円 10 円 15 円  

安全対策体制加算 21 円 42 円 63 円 入所月に算定 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１円 ２２円 ３３円 月 1 回算定 

看取り介護加算（Ⅰ） 

＊死亡日を含めて 45 日以内を上限として

死亡月に請求させて頂きます。 

死亡日以前 31 日～45 日：77 円/日（1 割）、154 円/日（2 割）、231 円/日（3 割） 

死亡日以前 4 日～30 日：154 円/日（1 割）、308 円/日（2 割）、462 円/日（3 割） 

死亡日の前日及び前々日：726 円/日（1 割）、1,452 円（2 割）、2,178 円（3 割） 

死亡日：1,367 円/日（1 割）、2,734 円/日（2 割）、4,101 円（3 割） 

看取り介護加算（Ⅱ） 

＊死亡日を含めて 45 日以内を上限として

死亡月に請求させて頂きます。 

死亡日以前 31 日～45 日：77 円/日（1 割）、154 円/日（2 割）、231 円/日（3 割） 

死亡日以前 4 日～30 日：154 円/日（1 割）、308 円/日（2 割）、462 円/日（3 割） 

死亡日の前日及び前々日：833 円/日（1 割）、1,666 円（2 割）、2,499 円（3 割） 

死亡日：1,634 円/日（1 割）、3,268 円/日（2 割）、4,902 円（3 割） 

配置医師緊急時対応加算 

＊配置医師が右記の時間帯に往診し診療を行った場合、

ご請求させて頂きます。 

早朝（午前 6 時～午前 8 時）、夜間（午後 6 時～午後 10 時）694 円/回（1 割）、1,388 円

/回（2 割）、2,082 円/回（3 割）、深夜（午後 10 時～午前 6 時）1,388 円/回（1 割）、

2,776 円/回（2 割）、4,164 円/回（3 割）、早朝夜間を除く時間帯 347 円/回（１割）、

694 円/回（２割）、1,041 円/回（３割） 

 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 13.6％を加算/月 
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＊端数処理等があるため、合算金額と実際の請求金額が合わない場合があります。 

また、加算の種類によって人員配置やその他の基準を満たしている場合に算定するものもあります。 

 

事業者 

    事業者名：社会福祉法人 まあれ愛恵会 特別養護老人ホーム たいようの杜 

    （指定事業所番号）1176518155 号 

住  所：埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号 

 

    代表者名：理事長 海田英彦                         印 

 

私は、本書面により事業者から別紙の説明を受けここに同意します。 

 

    利用者（契約者） 

    

    住 所： 

 

    氏 名：                                  印 

 

    連帯保証人（続柄：     ） 

    

    住 所： 

氏 名：                                  印 

 

 

 

 

 

 

  

 

保
険
給
付
外
サ
ー
ビ
ス
利
用
料 

項目 １日単位 

居住費（低所得要件により減額） 915 円(外泊や入院期間中も料金が発生します。負担限度額認定をされている方に関

しても外泊や入院期間が 7 日目以降は減額されません) 

食費（低所得要件により減額） 1,650 円 

電化製品電気代（テレビ、加湿器等） ５０円 左記保険給付外サービスは該当時支払いが発

生することに 

同意します ・ 同意しません 

金銭管理費 ５０円 

コピー代（1 枚） １０円 

日用品費（歯ブラシ、歯磨き粉、 

ＢＯＸティッシュ、入歯洗浄剤） 

※原則、ご家族に持参していただきます。 

歯ブラシ １００円/都度 

歯磨き粉 １５０円/都度 

ＢＯＸティッシュ ３００円/都度 

義歯洗浄剤 ８５０円/都度 

理美容代 実費相当額 
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●負担限度額認定要件 

 配偶者がいない場合 配偶者がいる場合 

第 1 段階 ・生活保護受給者または老齢年金受給者（世帯全員住民税非課税）等 

第 2 段階 

・世帯全員住民税非課税で本人の合

計所得金額+課税年金収入額が年間

80 万円以下 

・本人の預貯金等が 650 万円以下 

・世帯全員と配偶者が住民税非課税で本人の合計所

得金額+課税年金収入額が年間 80 万円以下 

・夫婦の預貯金等が 1,650 万円以下 

第 3 段階① 

・世帯全員住民税非課税で本人の合

計所得金額+課税年金収入額が年間

80 万円超 120 万円以下 

・本人の預貯金等が 550 万円以下 

・世帯全員と配偶者が住民税非課税で本人の合計所

得金額+課税年金収入額が年間 80 万円超 120 万

円以下 

・夫婦の預貯金等が 1,550 万円以下 

第 3 段階② 

・世帯全員住民税非課税で本人の合

計所得金額+課税年金収入額が年間

120 万円超 

・本人の預貯金等が 500 万円以下 

・世帯全員と配偶者が住民税非課税で本人の合計所

得金額+課税年金収入額が年間 120 万円超 

・夫婦の預貯金等が 1,500 万円以下 

第 4 段階 
・世帯に課税者がいる場合 

・本人が住民税の課税者の場合 

 

介護保険負担限度額認定 居住費 食 費 

第１段階 ０円 300 円 

第２段階 430 円 390 円 

第３段階① 430 円 650 円 

第 3 段階② 430 円 1,360 円 

第４段階 915 円 1,650 円 

事業者 

    事業者名：社会福祉法人 まあれ愛恵会 特別養護老人ホーム たいようの杜 

    （指定事業所番号）1176518155 号 

住  所：埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号 

 

    代表者名：理事長 海田英彦                         印 

私は、本書面により事業者から別紙の説明を受けここに同意します。 

 

    利用者（契約者） 

    住 所： 

 氏 名：                                  印 

 

    連帯保証人（続柄：       ） 

    住 所： 

氏 名：                                  印 
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個人情報使用同意書 

 

社会福祉法人まあれ愛恵会 特別養護老人ホーム たいようの杜は、利用者等の個人情報を適切に取り扱う 

ことは、介護サービスに携わる者の重大な責務と考えます。当施設が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ

適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情

報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣

言します。 

記 

 

1、使用する目的 

  事業者が介護老人福祉施設事業のサービスを円滑に実施するため、サービス担当者会議等において、情報共有

が必要な場合に使用する。 

 

2、使用にあたっての条件 

①個人情報の提供は 1 に記載する目的の範囲で、必要最小限に留め情報提供の際には関係者以外に漏洩しないよ

う細心の注意を払うこと。 

  

②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等を記録しておくこと。 

 

3、個人情報内容 

①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービスを提供するために必要な利用者や家族に関する情報 

 

②その他 

施設内での写真の掲示 左記内容について 

同意する ・ 同意しない 

広報誌への写真の掲載 左記内容について 

同意する ・ 同意しない 

ホームページへの写真の

掲載 

左記内容について 

同意する ・ 同意しない 

 

4、使用する期間 

 契約書に記載された契約開始日から退所するまで。 
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     年    月    日 

 

介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に個人情報の使用についての説明をしました。 

 

事業者 

 

事業者名：社会福祉法人 まあれ愛恵会 特別養護老人ホーム たいようの杜 

      （指定事業所番号）1176518155 号 

 

住  所：埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号 

 

代表者名：理事長 海田英彦                         印 

 

説明者名：                                 印 

  

私は、本書面により、事業者から個人情報の使用についての説明を受けここに同意します。 

 

  利用者（契約者） 

  

 住  所： 

 

   氏  名：                                 印 

 

連帯保証人（続柄：      ） 

 

   住  所： 

 

   電話番号： 

 

   氏  名：                                 印  
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附則 

この重要事項説明書は令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 2 年 7 月 1 日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 2 年 10 月 1 日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 3 年 8 月 1 日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 3 年 11 月 1 日から施行する。 

この重要事項説明書は令和５年６月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和５年１０月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和６年４月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和６年６月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和６年８月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和６年１０月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 7 年 4 月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 7 年 7 月１日から施行する。 

この重要事項説明書は令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 


